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　（要旨）
三十余年の飛躍的な発展を経て，民営企業がすでに中国経済発展を推進する重要な力となっ
ている。民営企業に適合するコーポレート・ガバナンス・モデルを確立し完備することは，中
国会社法の改正と関連法律・法規整備の重点となる。本稿は，株主重視の「米国型」と従業員
参加重視の「ドイツ型」との比較，「中国型」と「米国型」・「ドイツ型」との類似性に関する
先行研究のレビュー，新会社法に関する制度的考察，および「企業民主管理」に関する法整備
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1　はじめに

中国における企業改革（コーポレート・ガ
バナンス改革）は，1978年12月の「改革・開放」
政策を契機に実施された。注目すべきは，民
営企業の企業改革である。というのは，民営
企業は30余年の飛躍的な発展を経て，中国経
済発展に大きく貢献しているからである。和
訊・数字100（2012）の統計によると，2011
年末までに，中国の民営企業数は840万社を
突破し，全国企業数の87.4％を占め，GDPへ
の貢献率は60％を超えている２）。
この民営企業を対象とするコーポレート・
ガバナンス改革は，1993年制定の「会社法」
が1999年，2004年および2005年の3回の改正
を通じて進展する。とくに，重視すべき点は
2005年10月成立の新会社法において，株主の
権利が拡大されるとともに，董事会と監事会
への従業員参加など「企業民主管理」に関す
る規定が強化されたことである。これに伴い，
中央政府と地方政府は「企業民主管理規定」
に関する法規を相次いで公布・施行している。
これらの動きは，端的に言えば，中国のコー
ポレート・ガバナンス改革においては，一方
では米国型の改革，すなわち，市場競争・株
主重視の改革が行われると共に，他方では，
ドイツ型の改革，すなわち従業員参加重視の
改革が行われている。換言すれば，中国のコー
ポレート・ガバナンスは，「対立」している
二つのモデルを内包していると把握できる。
本稿では，こうした「市場競争・株主重視
＝資本重視」と「従業員参加重視＝人本重視」
との理論的に「対立」している二つのモデル

を内包しつつ展開している中国のコーポレー
ト・ガバナンス改革に関して，民営企業にお
ける「株式会社」を中心に，従業員参加の問
題から接近することを目的としている。とり
わけ，「企業民主管理」に関する中央政府と
地方レベルの法整備の状況，および企業の対
応を明らかにする中で，上述の「対立」して
いる二つのモデルが中国におけるコーポレー
ト・ガバナンス改革の過程での内包する現状
を分析したい。
そのため，まず，「米国型」と「ドイツ型」

の特徴および対立性，「中国型」と「米国型」・
「ドイツ型」との類似性に関する先行研究を
レビューする。つぎに，制度的考察を通じて，
新会社法によるコーポレート・ガバナンス構
造の変化について比較考察を行う。くわえて，
「企業民主管理」に関する地方と中央の法整
備の動向，及び3種類の「条例」と「企業民
主管理規定」の仕組みを整理・考察して，中
国に特徴的な企業民主管理の仕組みを明らか
にする。最後に，結論として「二元二層二会
型」のガバナンス・モデルが，中国における
会社制企業，特に民営企業のガバナンス構造
の完備に役割を果たすことを展望する。

2　先行研究

2．1　「米国型」と「ドイツ型」の特徴
アメリカとドイツのコーポレート・ガバナ

ンス・システムはどのような特徴があるかに
関する見解は多様である。
アメリカのボード・システムは一元一層

制，ドイツは一元二層制である（平田，2003，

の動向の整理・考察を通して，中国に特徴的なコーポレート・ガバナンス改革と企業民主管理
制度の内訳を明らかにしたい。本稿の結論は，中国型コーポレート・ガバナンス・モデルは「二
元二層二会型」と把握することができると言うことである。すなわち，平行で設立された董事
会と監事会1）（二元），董事会と経営陣の別々設置（二層），董事・監事の株主総会と従業員代
表大会による別々の選出（二会）である。
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pp. 159−178）し，ドイツの企業ガバナンス
構造は，取締役会と監査役会3）の二層制（Two 
Tier-System）である（田渕，2006，pp. 5
−17）が，アメリカの取締役会の委員会組織
は，ドイツと同様の垂直的二元監視構造と
なっている（柳川，1995，pp. 47−95）とさ
れる。また，会社の運営機構には，アメリカ
が採用するような業務執行機構と監査機関と
を取締役会という一つの機関で構成する一層
制と，ドイツが採用するような業務執行機構
と監査機関とを個別独立の機関として構成す
る二層制である（平田・李，1996，pp. 23−
43））が，アメリカは一元制のガバナンス構
造であり，ドイツ型は垂直的な二元制のガ
バナンス・システムである（葉祥松，2003，
pp. 98−104）。ガバナンス主権については，
アメリカは株主主権を強調して，株主の財産
最大化を会社のガバナンスの効率を評価する
基準とする。ドイツは二層制の取締役会構造
を持ち，すなわち，全て企業経営者から構成
された経理董事会と，従業員代表と株主代表
とから構成された監事会である（李維安・呉
先明，2002，pp. 54−55）。すなわち，アメ
リカは株主単一決定システムであり，ドイ
ツは労使共同決定システムである（祁華清，
2002 pp. 18−21）。
以上の学者の観点をまとめると，ドイツの
ボード・システムは二層制であり，監視シス
テムは二元制で，内部の監督が重視される。
反対に，アメリカのボード・システムは一層
制であり，ドイツと同様の垂直的二元監視構
造となっているが，外部の監督が重視される。
アメリカは株主単一決定制であり，株主利益
を重視するが，ドイツは労使共同決定制であ
り，ステークホルダー（特に従業員）の利益
を重視する。

2． 2　「米国型」と「ドイツ型」との対
立性
株主利益を重視する「米国型」と，ステー

クホルダー（特に従業員）の利益を重視する
「ドイツ型」が対立ないしは矛盾する関係に
あることを，先行研究に基づいて簡単に検討
したい。伝統的な会社理論では，会社は物質
資本の所有者あるいは株主により結成した連
合体である。「株主本位」という原則の下で
は，株主は会社を支配する権利を有するので，
会社は株主のための利益の追求を最高の目標
とする。それは，他のステークホルダーの利
益に損害を与えることになる（郝臣・李礼，
2006，pp. 84−89）。一方，ステークホルダー
の理論基礎は，企業契約理論，人力資本理論
と経済民主理論である。それによれば，会社
は物質資本所有者，人力資本所有者および債
権者などステークホルダーにより構成した契
約組織であり，各ステークホルダーが適切な
方式でガバナンスに参加すべきであるという
ことになる（劉金祥，2007，pp. 38−39）。
会社目的の対立に関しては，「株主利益至

上」モデルと「労使共同決定」モデルとの根
本的な違いは，会社の目的が株主だけの利益
に奉仕するか，あるいはステークホルダー全
体の利益に奉仕するかということである（蒋
興旺，2012，pp. 119−124）。「労使共同決定」
のロジックは，会社の目的が株主を含むス
テークホルダーの利益に奉仕するが，ただ株
主利益の最大化を追求することではない（楊
瑞龍・魏夢，2000⑷，pp. 7−13）。
労使関係の視点からは，奥島（1994，pp．

45−50）は，アメリカには，団体交渉を中心
とする労使の「武装和平（労使対立）」とい
う思想が依然として存在しているが，ヨー
ロッパ（とくにEC諸国）には，労使協議を
中心とする「非武装和平（労使協調）」とい
う思想が根強いと強調した。
要約すると，会社主権者の地位からも，あ

るいは会社の目的ないし労使関係の視点から
も，「米国型」と「ドイツ型」とは対立・矛
盾していると言っても過言ではないであろう。
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2．3　「中国型」の「米国型」・「ドイツ型」
との類似性
一方，中国のコーポレート・ガバナンス・
システムは独自型なのか，どの型に類似する
のか。類似するなら，「米国型」に類似して
いるのか，或いは「ドイツ型」に類似してい
るのか，学者は各自の観点を発表している。
「米国型」に類似するという見解の代表は，
中国は，意思決定権と業務執行権との区別を
曖昧にしている点で米国型を踏襲している
とするFredmund Malik（2011，pp. 84−86）
であり，施暁紅（2009，pp. 17−19）も同様
の見解を示している。（ドイツの監事制度を
導入した後に）アメリカの独立董事制度を
導入した（王明潔，2003，pp. 93−96）ので，
業務執行体制についての取締役会と経営陣と
の関係はアメリカの役員制度に類似している
と平田・李（1996，pp. 23−43）は主張して
いる。
「ドイツ型」に類似する見解を提出してい
る研究として，ドイツの監事制度が導入さ
れているとする王明潔（2003，pp. 93−96），
ドイツ型の「二層委員会制」に類似する構
造がみられるとする管栄斎（2003，pp. 57−
61），ガバナンスへの従業員参加が中国企業
で見られるに至っていることを主張する施暁
紅（2009，pp. 17−19）の研究，さらに，監
査役会における労働者参加はドイツの共同決
定システムに類似していることを強調する平
田・李（1996，pp. 23−43）の諸研究が挙げ
られる。
二つの類型に部分的に類似するが，基本構
造が違うとする「折衷型1」4）の観点から
見ると，（中国の株式会社の内部統治システ
ムの）監査役会は，少なくとも形式上は取締
役会と同列の機関とされる。それは，取締役
会と同列の機関として取締役会を監査すると
いう点で，二元制をなすといえるが，ドイツ
とは違って，監査役会が上位機関となるよう
な二層制ではない（平田・李，1996，pp. 23

−43）。中国の「会社法」は大陸法系を参照
して，会社に董事会と監事会という平行する
機構を設置し，二元制のコーポレート・ガバ
ナンス構造を規定した。米・独・日の国に比
べると違う特徴を持ち，特殊な二元制ガバナ
ンス・システムを用いている。中国は平行式
二元制システムであり，董事会と監事会は全
部株主総会により選出するので，法律的な地
位が平等であるが，このガバナンス・システ
ムはドイツなど大陸法系国家の二元制システ
ムと違う（葉祥松，2002，pp. 57−60，2003，
pp．98−104）。「米国型」や「ドイツ型」を
導入した結果，「橘越淮為枳」（王明潔，2003，
pp. 93−96）（環境の変化により物事がかわ
るという意味である（筆者））であった。監
事会の職権はドイツの監事会のようでもない
し，英米の独立董事のような優勢もない（彭
真明・江華，2003，pp. 36−42）ので，英米，
ドイツ，日本の三種類の典型的なシステムの
長所を重ねて，中国の実情と結びつけて革新・
改良したものである（管栄斎2003，pp. 57−
61）。
学者の観点をまとめると，多くは「米国型」

か「ドイツ型」かに部分的に類似するか，「折
衷型1」であると主張している。「折衷型1」
とは，中国のコーポレート・ガバナンス構造
は株主利益至上主義である株主単一決定制の
「米国型」と，ステークホルダー（特に従業員）
利益を重視する労使共同決定制の「ドイツ型」
を導入・模倣しているが，その二つの類型と
違い，それぞれの長所を中国の実情に結びつ
けて革新・改良したものである。

2．4　「折衷型2」の提起
しかし，当時の法整備や会社の実態の認識

に制限されているとはいえ，先行研究者の観
点は一面的ないしは形式的把握にとどまって
いる。Fredmund Malik（2011，pp. 84−86）は，
中国のコーポレート・ガバナンスは「米国型」
に類似すると主張したが，従業員参加である
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「ドイツ型」の特徴には言及していない。平
田・李（1996，pp. 23−43）は，アメリカの
役員制度とドイツの共同決定システムの双方
に類似しているものの，ドイツと違った二元
制をなすと主張した。しかし，従業員代表大
会という中国のコーポレート・ガバナンスの
大きな特徴に言及しなかった。葉祥松（2002，
pp. 57−60，2003，pp. 98−104）は，特殊な
平行式二元制ガバナンス・システムと指摘し
ているが，董事会と経営陣の二層構造には言
及していない。王明潔（2003，pp. 93−96），
彭真明・江華（2003，pp. 36−42），管栄斎
（2003，pp. 57−61）らも，「中国型」の指摘
にとどまり，その原因・背景などにはほとん
ど触れていない。
筆者は，先行研究者の諸見解を踏まえてい
えば，中国のコーポレート・ガバナンス構造
は当初は「米国型」や「ドイツ型」を導入・
模倣していたが，とくに新会社法以後は，独
自のモデル＝「中国型」に形成した「折衷型
２」ではないかと考えている。その特徴は，「二
元二層二会型」である。すなわち，意思決定
機関である董事会と監督機関である監事会は
株主総会の下に平行して設置され（平行式二
元制），董事会の下に執行機関である経営陣
（経理）が設置され（二層制），董事会と監事
会の構成員の中の株主代表（董事・監事）は
株主総会に，従業員代表（董事・監事）は従
業員代表大会により別々に選出される（二会
制）。
但し，董事会と監事会は形式的には並列で
設置され，法律的な地位が平等であるが，実
際には，監事会より董事会の方がかなりの権
力を持っている。また，経営陣が董事会によ
り選任され監督される二つの機関とされてい
るが，法律は相互に兼任することを禁止しな
いので，実際に董事が経理（副経理）を兼任
するのは普通であるし，会社の法定代表者に
は董事長，執行董事又は経理が就任できると
規定される（「会社法」第13条）ので，董事

会と経営陣が重なるのは避けられないであろ
う。特に，株主総会が董事会と監事会の構成
員の中の株主代表（董事・監事）を選任する
権利をもつと規定されるが，実際にその権利
のほとんどは大株主に奪われている。さらに，
董事会の構成員には従業員董事を入れなけれ
ばならないという強制規定は2012年２月に公
布された「企業民主管理規定」によって初め
て明確化されたので，従業員代表大会が従業
員代表（董事・監事）を選出する権利は現実
には発揮されていないようである。

3　新会社法によるコーポレート・ガバナ
ンス構造の変化

3．1　従業員参加に関する法整備の進捗
従業員がコーポレート・ガバナンスに参加

する制度はドイツをはじめとする欧米諸国よ
り始まる。それは，最初は国有企業に次いで
民営企業に導入され，中国に特徴的な企業民
主管理制度が形成されてきた。民営企業にお
ける従業員参加に関する法整備の進捗時期は，
以下のように区分できる。
第1期（1992年−2004年）は基盤構築期で

ある。「株式会社規範意見」（1992），「会社法」
（1993），「上場会社のコーポレート・ガバナ
ンス原則」（2002）などが相次いで公布・実
施され，従業員参加に関する法整備が整えら
れた。
第２期（2005年−2011年）は調整改革期で

ある。「会社法」の改正（2005），全国総工会
（労働組合）の「従業員董事・従業員監事制
度をより押し広めることに関する意見」の配
布（2006年）などをスタートとして，従業員
がコーポレート・ガバナンスに参加する制度
への強化に力を入れてきた。
第3期（2012年−）は充実補完期である。

2012年に公布・実施した「企業民主管理規定」
は，従業員董事制度をすべての会社制企業に
適用することで，従業員参加に関する法整備
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に補完的な役割を果したと評価できる。

3．2　民営企業の発展と従業員董事・監
事の現状
最初の上場民営企業は，1992年深圳証券取
引所に上場された深華源であるが，2012年末
までには，中国の上場民営企業数は1324社に
のぼっている。特に，2010年から2012年の3
年間に上場した民営企業数は上場民営企業数
の50％以上，690社に達している。
民営企業における従業員董事・監事の現状
を見てみよう。2013年12月時点での1265の上
場民営企業（研究の有効性を確保するため，
経営状況異常であるST，SST，＊ST，S＊ST
の企業と銀行系企業を取り除いた）のデータ
によれば，全1265社の中には，従業員董事を
受け入れている企業は僅か6社しかなく，全
企業数の0.47％にとどまっている。これに対
し，すべての企業では従業員監事制度が整備
されており，従業員監事が全監事の35.07％
を占めるている。

従業員監事制度が整備されているのとは対
照的に，従業員董事を選出している企業は少
ないのはなぜか。その原因として次の２点が
指摘できる。
第一に，法整備の欠陥である。「会社法」

では，従業員監事に関する規定は強制的であ
るのに，従業員董事を入れることに関しては
任意規定である。全国総工会が配布した「従
業員董事・従業員監事制度をより押し広める
ことに関する意見」（2006年）には，「法に基
づき董事会を設立した会社には従業員董事・
従業員監事制度を立てなければならない」と
規定されていたが，その法的強制性がないの
で，結果は空文化されたのである。
第二に，経営・管理権限が過度に集中して

いることである。上場民営企業の前身は殆ん
ど家族企業であるので，所有者が経営・管理
に直接参加するのが普通である。所有者兼経
営・管理者は会社を個人財産と見なし，集権
的管理，独断専行はその代表的なやり方であ
り，従業員のコーポレート・ガバナンス参加

出所）国泰安データベースと巨潮情報ネットにより作成。

図1　中国上場民営企業数の推移
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は家族の利益と個人の権限にとって障害とな
ることを恐れて，できる限り従業員が企業経
営に参加する機会を提供しないのである。

3．3　「会社法」の考察
2005年10月に改正された新会社法（2006年
1月1日に施行）で注目されるのが，「株主
権利の拡大」と「従業員参加の強化」である。
その動向を簡潔に述べたい。

3．3．1 株主権利の拡大
     （株式会社の場合）
新会社法は，法に従い資産の受益，重要な
意思決定への参加および管理者の選出等の株
主の基本的な権利（第4条）を確保すると同

時に，主に，①臨時株主総会召集の提議権（第
101条）；②臨時株主総会の召集・主催権（102
条）；③累積投票権（第106条）；④董事会・
監事会の決議等の閲覧の承知権（第98条）；
⑤投資・担保の決議権と関連株主の回避要求
権（第16条）；⑥会社の司法解散の請求権（第
183条）；⑦株主代表の訴訟提起の請求権と直
接訴訟権（第152条，第153条）；⑧関連取引
の禁止（第125条）；等の権利を新規追加ある
いは強化した。

3．3．２ 従業員参加の強化
     （株式会社の場合）
従業員の董事会・監事会への参加，従業員

代表大会の重視など「企業民主管理」に関す

出所）国泰安データベースと巨潮情報ネットにより作成。

図2　上場民営企業の監事会構成

出所）会社法より作成。

表1　従業員董事・監事参加に関する規定の相違点
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る規定についていえば，例えば，第118条に，
「（株式会社）の監事会は，株主代表及び適当
な比率の従業員代表を含まなければならず，
そのうち，従業員代表の比率は3分の1を下
回ってはならない。」と強制的に監事会への
従業員参加と従業員監事の比率を決めている。
第109条でも「董事会の構成員には，会社の
従業員を入れることができる。」と，株式会
社の董事会への従業員参加を可能とした。従
業員大会も，第18条で「会社は，憲法及び関
連する法律の規定に基づき，従業員大会又は
その他の形式を通じて，民主的な管理を実行
する。」と強化されたし，第109条と第118条
に，「（董事会と監事会のうちの）従業員代表
は，会社従業員が従業員代表大会，従業員大
会又はその他の形式を通じて民主的選挙によ
り選出される。」と規定しているところである。

3．3．3 「株式会社」ガバナンス構造の
変化

以上のように新会社法では株主の権利が拡

大されるとともに従業員参加の諸規定も整備
された。その結果，「株式会社」の内部統治
システムは図3から図4に変化した。
この図からも分かるように，株主権利の保

護と従業員参加の重視とがコーポレート・ガ
バナンス構造の中に，両立されるようになっ
たのである。しかしながら，冒頭で述べたよ
うに，株主権利の保護は株主主権の米国型を
採用したものであり，従業員参加はドイツ型
をモデルとしたものであり，両者は理論的に
も実際において対立的関係にある。そうした
対立的関係にある両者が中国のコーポレー
ト・ガバナンスにおいて両立しているという
のは，論理矛盾なのではないかという疑問が
生じる。誤解を恐れずにいえば，両者は，法
律上，すなわち形式的には両立ないしは併存
しているが，実際上，すなわち実質的には対
立しているものとして把握できるのではない
かと思われる。以下，その点について述べて
みたい。

図3　旧会社法によるガバナンス構造

出所）平田・李（1996）と旧会社法等より作成。
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3． 4　「株主重視」と「従業員重視」と
の関係：形式的両立性とその問題点
3．4．1 形式的両立性
「株主重視」と「従業員重視」が形式的に
両立している理由は，4点にある。
第一に，1993年11月，中国共産党第14期三
中全会において，「社会主義市場経済体制を
確立するうえでの若干の問題に関する決定」
がなされ，「現代企業制度」の確立が提唱さ
れた。中国は，市場経済化に踏み切ったとは
いえ，社会主義を放棄したわけではない（末
永，2001，pp. 58−61）。「社会主義市場経済」
は「矛盾」している「社会主義」と「資本主義」
を「両立」と把握できるとすれば，「会社法」
における「株主重視」と「従業員重視」との
両立は，その反映とみることができるからで

ある。
第二に，国有企業の歴史的経緯からの理由

である。「改革・開放」政策前の中国では，「国
営（国有）企業」は「全人民所有制企業」で
あり，国有資産は全人民に属するという規
定がなされ（李維安，1996，pp. 125−141），
そのため，「人民」である従業員が企業管理
に参加するのは当然のこととされていたので
ある。1988年より施行された「工業企業法」
でも，国有企業が自主的に経営意思決定を行
う権限を有し，独立の企業体として損益の自
己責任を負う経済組織であることが謳われて
いるほか，「老三会」と呼ばれる従業員代表
大会，企業内党委員会，工会が支える企業内
ガバナンスの構図が規定されている（高久保，
2009，pp. 69−93）。株式会社制度の導入に

図4　新会社法によるガバナンス構造

出所）平田・李（1996）と新会社法等より作成。
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おいても，そうした歴史的経緯が重視され
た。端的に言えば，「新三会」（株主総会，取
締役会，監査役会）を中心とする企業内部統
治システムの中に，「老三会」の機能が吸収
される必要があったのである（宣京哲，2009，
pp. 113−128）。
第三に，2002年11月に開かれた中国共産
党第16回全国代表大会とその後の第16期三
中，四中全会において，「社会主義調和社会
の建設」が提唱されたことである。調和社会
を構築するには，改革と発展のために相当な
割り前のコストあるいは代価を引き受けた農
民，産業労働者に対して，相応な補償を工夫
しなけらばならないのである5）。その補償の
方策の一つが，「従業員重視」のコーポレート・
ガバナンス改革である。
第四に，労使紛争の激化を回避する必要に
迫られたと言うことである。ここ数年の労働
争議発生状況をみると，全国労働・人事部門
が受理した労働争議件数は徐々に増加傾向を
示していたものの，08年からさらに増加し，
三年連続で60万件を超える状況であった（図
5を参照）。賃金などをめぐる団体交渉だけ

でなく，従業員のガバナンスへの参加をも視
野に入れた協調的な労使関係を構築する必要
に迫られたのである（田浦里香，2009，pp．
36−47）。

3．4．２ 問題点
以上見たように，中国の企業では「株主重

視」と「従業員重視」を両立させるという法
的な規定がされているという意味で，形式的
には両立している。が，同時に，とくに，「従
業員重視」というには問題点がある。次の4
点が指摘できる。
第一に，従業員の董事会への参加に関わる

問題である。所有形態によって，会社法の規
定が強制的規定と任意的規定（表1を参照）
というように相異し，その結果，従業員に不
平等をもたらす恐れがある（劉萍，2011）と
同時に，国有企業以外の会社の大半（とくに
民営企業）には，従業員董事が採用されてい
ないので，従業員の会社の意思決定への参加
は，依然として一般化されていないのである。
第二に，従業員董事・監事の選任に関する

問題である。会社法には，「董事会・監事会

出所）『中国労働統計年鑑』2011年版より作成。

図5　労働争議案件受理数の推移
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の従業員代表は，会社従業員が従業員代表大
会，従業員大会又はその他の形式を通じて民
主的選挙によって選出される」と一般的に規
定されているにとどまっており，出身階層に
関する規定は存在しない。その結果，従業員
董事，従業員監事に選任されるのは，工会の
主席・副主席や副総経理，部長など中高級管
理者ばかりであり，現場従業員が董事会・監
事会に入るチャンスはほとんどない。「従業
員参加」は「管理者参加」に変異したともい
えるのである。
第三に，従業員董事・監事の形骸化という
点も注目される。例えば，従業員監事である
Jさんの物語6）は，従業員の経営参加の問題
点，つまり，「制度の不備」，「選任・解任の
惑い」，「権利行使の難しさ」などを如実に示
している（厳学鋒・易剣飛，2011，pp. 48−
51）。
第四に，特に民営企業では，「米国型」と

「ドイツ型」が併存しているように見えてい
るが，実際は，「米国型」が支配的で，「ドイ
ツ型」は名目にすぎないことである。民営企
業の方は，所有権と経営権の二位一体にして，
資本の所有者（或いはその代理人）が直接に
企業を経営・管理し，リスクを独自で引き受
けるので，ガバナンスをほとんど必要としな
い状況である（王明潔，2003，pp. 93−96）。
2013年12月の時点で，考察した1265社の上場
民営企業の中には，従業員董事を受け入れて
いる企業は僅か6社しかなく，考察した企業
数の0.47％しか占めていないことがわかる。
これらの問題点は，中国における「従業員
重視」は形式的でしかないことを物語ってい
る。だからこそ，次に紹介・検討するように，
「従業員代表大会」，「従業員董事・監事」を
中心とする企業民主管理制度を強化する作業
が，今，開始されようとしているのである。

4　「企業民主管理」制度の補完−地方と
中央の法整備の強化−

4．1　各省・自治区・直轄市法整備の展
開と3種類「条例」の仕組み

企業民主管理制度を強化しようとする試み
は，まず地方政府から開始された。それは，
「企業民主管理条例」や「従業員代表大会条
例」，「従業員董事・監事条例」などの法規の
相次ぐ公布・施行に現れている。2011年12月
末まで，中国24の省・自治区・直轄市が，企
業民主管理の内容が含まれる地方レベルの法
規である「条例」31部を公布・施行し，全国
の77.4％の省・自治区・直轄市は地方レベル
の企業民主管理の法整備を実施した。
各省・自治区・直轄市は「条例」を制定す

る着眼点が異なっているので，その名称も違
うし，仕組みもずいぶん異なっている。にも
かかわらず，すべての「条例」は「企業民主
管理」をめぐって全部あるいは部分的に規定
されている。たとえば，2008年1月1日に施
行された「江蘇省企業民主管理条例」は，「従
業員代表大会」（企業と区域・業種別），「従
業員董事・監事」および「企業事務の公開」
を中心に展開され，2011年5月1日に施行さ
れた「上海市従業員代表大会条例」は，「従
業員代表大会」の職権，代表，組織制度，議
事規則，業務機構などについて展開された。
2011年11月1日に施行された「河北省会社制
企業従業員董事従業員監事条例」は4つの章
に分けて，従業員董事・監事の任職，職責，
職責履行の保障，罷免などを詳しく規定し，
特に，第5条に定める従業員董事の人数を具
体的（5分の1を下回ってはならない）に定
めているのは注目される。

4．2　「企業民主管理規定」の成立と企
業民主管理の仕組み
一方で，国レベルの「企業民主管理」に

関する法整備の動きは20世紀末に開始され
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た。中央紀律委員会をはじめとする6つの部
門によって構成された「全国厂務公開（企業
情報開示）協調グループ」が1998年末に発足
し，2011年8月に「企業民主管理条例（案）」
を完成させて，2012年２月に「企業民主管理
規定」と改称し公布・実施した。
「企業民主管理規定」は，「従業員代表大会
制度」と「従業員董事と従業員監事制度」を
重点的に整備している。それは，前者が23
条，後者が12条にわたることからも理解され
る。特に注目すべきは，第3条では「従業員
代表大会は従業員が民主管理権力を行使する
機構であり，企業民主管理の基本的な形式で
ある。」と，第4条で「会社制企業は法に従
い従業員董事と従業員監事制度を設立しなけ
ればならない。」そして，第5条で「企業工
会は従業員を組織して法に従い民主的管理に
参与し，従業員の合法的権益を守らなければ
ならない。」と，従業員代表大会が企業民主
管理制度の基本であり，従業員董事と従業員
監事の選任の義務化，企業工会による従業員

利益擁護義務が明記されたことである。
以上，「企業民主管理」に関する地方と中

央の法整備の動向，および3種類の「条例」
と「企業民主管理規定」の仕組みを整理・考
察したように，中国に特徴的な企業民主管理
の仕組みが整備されつつある。

5　おわりに

以上，諸学者の研究成果を踏まえて，民営
企業の発展と従業員董事・監事の現状および
法制度を考察し，新会社法によるコーポレー
ト・ガバナンス構造の変化を明らかにした。
特に「企業民主管理」に関する地方と中央の
法整備の動向と仕組みを整理した結果，中国
的な特徴ともいえる企業民主管理制度が確立
され，「米国型」でも，「ドイツ型」でもない
中国型コーポレート・ガバナンス・システム
が形成されたと考えられる。
第1に，中国における現代企業改革は欧米

諸国を手本として，国有企業の株式会社への

出所）田浦（2009）及び江蘇省，上海市，河北省の「条例」，「企業民主管理規定」から作成。

図6　企業民主管理の仕組み
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〔注〕
1）中日両国の用語が相違するが，中国のコー

ポレート・ガバナンス・システムをよりよく
理解するため，一部の専門用語を中国語
で表示することにした。たとえば，董事会
＝取締役会，董事＝取締役，董事長＝取
締役会長，監事会＝監査役会，監事＝監
査役，総経理＝社長。

２）中国广播网（http://finance.cnr.cn/txcj/
201203/t20120313_509279724.shtml,2012-
03-13.）と，何勇（http://www.cwgk.org/
template/10001/file.jsp?cid=33&aid=2224,
2011-08-24.）を参照。

3）一部の専門用語を中国語で表示することに
したが，著者を尊重するため，原文そのま
ま引用することにした。

4）筆者の観点である「折衷型２」の仮設を区
別するため，他の学者の観点を仮に「折
衷型1」と呼ぶ。

5） 新 華 网（http://news.xinhuanet.com/
politics/2006-09/12/content_5076272_6.
htm.）を参照。

6）Jさんは「従業員監事としての私は，実は何
の仕事もしなかった」と，2011年8月に『董

事会』の記者に明言した。Jさんは次のよ
うに述べている。「従業員監事の職責につ
いて，私の理解では，まずは従業員を代
表して企業の意思決定に参加する権力を
行使し，民主監督の役割を果たす。従業
員監事としては，まずは従業員でなけれ
ばならない。従業員の一員として，従業員
の利益を代表して，同時にまた監督の仕
事もする。合わせてつまり民主監督のこと
である。……全国総工会の『従業員董事・
従業員監事制度をより押し広めることに関
する意見』の規定により，従業員監事の
具体的な職能とは，定期的に従業員の各
種の保険基金の払出，払込，および給料，
労働保護，社会保険，福利厚生などの制
度の執行状況を監督・検査することである。
従業員監事は従業員代表大会を通じて選
挙し，従業員代表大会に責任を持っている
（が），……実際に言うと，従業員監事の
仕事は何もなく，何の役割も果たしていな
い。あると言えば，コーポレート・ガバナ
ンスは，形式上では法律・法規の要求に
一致させることだ。しかし，この仕事は楽
ではない。これは，私1人の感想ではない。

制度転換および株式上場のプロセスの中で開
始された。その後，民営企業に広げ，企業民
主管理制度を加えて，特徴のあるコーポレー
ト・ガバナンス・システムが形成された。
第２に，中国は各モデルの長所を吸収し，

中国の実情と結びつけて革新した結果，特徴
のある「二元二層二会型」ガバナンス・モデ
ルを樹立することになった。すなわち，平行
で設立された董事会と監事会（二元），董事
会と経営陣の別々設置（二層），董事・監事
の株主大会と従業員代表大会による別々の選
出（二会）である。
第3に，考察した結果，中国の民営企業に
おける株式会社には，株主権利の強化と従業
員参加の重視は，法的に，すなわち形式的に

両立するようにはなっているが，従業員重視
が実質化されているとは言えない現状である。
株主権利の強化と従業員参加の重視をコーポ
レート・ガバナンスの対立する二つのタイプ，
「米国型」と「ドイツ型」の導入と把握すれ
ば，理論的には，両者は対立すると考えられ
ている。果たして，中国は，今後，株主権利
の強化と従業員参加の重視とを実質的にも両
立することができるのか。もしできるとすれ
ば，それは，コーポレート・ガバナンス理論
に再考を迫ることになるかもしれない。その
意味でも，4で指摘したように，新会社法の
不備を従業員重視＝企業民主管理制度を強化
しようとする地方政府および中央政府の取組
とその内実化が注目されるのである。
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（Abstract）
Private enterprises have become the significant strength that promoting the Chinese 

economic growth through the last 30years’ rapid development. Establishing and improving 
the corporate governance pattern, which is suitable for private enterprises, have become 
the emphasis of restructuring the Corporation Law in China and constructing laws and 
regulations. This article is trying to ascertain the corporate governance reforms with 
Chinese characteristics and the connotation of the institution of democratic management 
in enterprises by the means of comparing the ‘American Model’ that protecting the 
shareholder’s rights and the ‘German Model’ that attaching importance to the engagement 
of employee, summarizing the similarity between ‘Chinese Model’, ‘American Model’ and 
‘German Model’, investigating the institution of new ‘Company Law’, as well as sorting 
and analyzing the construction situation of relevant laws and regulations of democratic 
management of enterprises. In addition, ‘Corporate governance model in China’− ‘Dual-
Board, Double-Layers and Two-Meetings System’, is first proposed and demonstrated as 
it earns its first pattern. ‘Dual-Board’ means the parallel set up of Board of Directors and 
Supervisors, ‘Double-Layers’ means the discrete of Board of Directors and management 
layer, and ‘Two-Meetings’ means directors and supervisors would be elected through 
stockholders’ meeting and staff representatives’ congress.


